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R
・
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　
　
　
理
解
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
『
ナ
シ
百
ナ
リ
ズ
ム
の
再
構
成
一
新
生
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

　
　
　
お
け
る
国
民
性
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
問
題
』
を
中
心
に
－

梶
　
田

孝
道

　
R
・
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
、
既
に
移
民
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る

三
著
作
を
発
表
し
て
い
る
。
第
一
作
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
と
北
米
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

移
民
と
市
民
権
を
め
ぐ
る
政
治
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
八
O
年
代

の
先
進
諸
国
で
の
移
民
状
況
を
反
映
し
た
形
で
論
争
と
法
改
正
が
行
わ
れ

た
現
実
を
ふ
ま
え
、
先
進
諸
国
の
国
籍
と
市
民
権
の
間
題
の
系
統
的
な
把

握
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
各
国
共
通
の
問
題
、
各
国
の
特
殊
性
が
指
摘
さ

れ
、
問
題
群
の
整
理
等
が
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
編
者
で
あ
る
が
、
企
画

そ
れ
自
体
は
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
読
す
る

と
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

　
第
二
作
は
『
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
市
民
権
と
国
民
性
』
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
や
は
り
一
九
八
O
年
代
以
降
に
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
が

経
験
し
て
い
る
移
民
（
外
国
人
）
の
統
合
問
題
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
両

国
の
国
籍
や
移
民
間
題
へ
の
対
応
が
歴
史
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
一
八
、

一
九
世
紀
の
歴
史
的
分
析
に
加
え
て
、
一
九
八
O
年
代
の
移
民
問
題
を
も

射
程
に
入
れ
て
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
識
者
に
よ
れ
ぱ
、
大
量

の
移
民
の
定
住
化
と
社
会
統
合
の
必
要
性
が
、
両
国
の
国
民
国
家
と
し
て

の
性
格
を
弱
め
「
多
文
化
主
義
」
的
状
況
を
生
ん
で
お
り
、
こ
れ
ま
で
の

国
民
国
家
か
ら
の
脱
皮
の
必
要
が
し
ぱ
し
ば
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
i
は
、
移
民
の
定
住
化
に
よ
っ
て
国
家
の
類
型
や
国

家
の
言
説
が
変
化
を
被
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
移
民
間
題
と

い
う
各
国
に
類
似
し
た
問
題
へ
の
対
応
に
あ
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ

ツ
の
両
国
で
は
異
な
る
制
度
や
言
説
が
用
い
ら
れ
、
移
民
問
題
を
規
定
す

る
要
因
と
し
て
国
民
国
家
類
型
や
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
の
性
格
が
依
然
と
し

て
強
固
で
あ
る
点
を
強
調
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

　
第
三
作
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
構
成
』
で

あ
る
。

　
第
一
・
第
二
作
で
は
、
主
と
し
て
発
展
途
上
国
か
ら
先
進
諸
国
へ
の
人

の
国
際
移
動
が
扱
わ
れ
た
が
、
第
三
作
で
は
逆
に
、
「
民
族
的
同
胞
（
8
－

①
；
邑
8
）
」
に
よ
る
「
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
」
へ
の
「
帰
還
」
と
い
う
形
で
の

人
の
国
際
移
動
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
民
族
間
の
再

分
離
」
と
い
う
、
今
日
先
進
諸
国
で
し
ぱ
し
ぱ
強
調
さ
れ
る
「
民
族
の
共

生
」
「
多
文
化
主
義
」
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
事
態
が
分
析
対
象
と
な
う
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
東
欧
・
旧
ソ
連
の
民
族
問
題
と
人
の
移
動
を
分
析
す

る
た
め
の
用
具
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
社
会
学
者
で
あ
る
が
、
国
民
国
家
を
既
存
の
前
提

と
し
そ
の
内
部
の
社
会
的
現
象
や
非
制
度
的
・
非
公
式
的
領
域
に
の
み
関
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心
を
も
つ
通
常
の
社
会
学
者
た
ち
と
は
異
な
る
分
析
上
の
ス
タ
ン
ス
を
と

る
。
国
民
国
家
と
い
う
制
度
は
崩
れ
な
い
が
、
冷
戦
の
終
焉
、
国
際
労
働

移
動
の
激
化
に
よ
っ
て
、
国
家
の
制
度
や
公
式
性
そ
れ
自
体
が
大
き
く
揺

れ
動
い
て
い
る
時
代
に
お
い
て
は
、
制
度
や
公
式
性
そ
れ
自
体
も
社
会
学

的
分
析
の
対
象
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
か
つ
て
の
よ
う
に
大
文
字
の

「
労
働
者
階
級
」
を
実
体
的
に
前
提
と
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ

り
「
労
働
者
階
級
」
は
分
析
対
象
と
し
て
は
解
体
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
と
同
様
に
「
ネ
ー
シ
冒
ン
」
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
も
実
体
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
’
〕

て
当
然
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
彼
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

本
質
視
、
実
体
視
を
あ
く
ま
で
も
避
け
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
定
義
論
争

の
迷
路
へ
は
入
ろ
う
と
し
な
い
。
こ
の
点
で
、
「
ナ
シ
目
ナ
リ
ス
ト
た
ち
」

や
通
常
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
者
と
は
明
確
に
一
線
を
画
す
る
。

　
た
だ
し
、
彼
が
「
多
文
化
主
義
者
」
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
こ

う
。
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
「
カ
強
さ
」
を
は
っ
き

り
と
認
め
、
今
日
の
世
界
が
依
然
と
し
て
ナ
シ
目
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
強

く
規
定
さ
れ
て
い
る
点
を
強
調
す
る
。
一
見
す
る
と
相
矛
盾
す
る
彼
の
立

場
を
支
え
る
の
が
、
「
実
践
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
制

度
化
さ
れ
た
文
化
的
政
治
的
形
態
と
し
て
の
国
民
性
、
偶
発
的
な
出
来
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
〕

な
い
し
は
突
発
事
態
と
し
て
の
民
族
性
に
焦
点
を
あ
て
る
」
と
い
う
彼
の

視
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
「
制
度
化
さ
れ
た
形
態
」

「
実
践
的
カ
テ
ゴ
リ
i
」
（
P
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
）
「
偶
発
的
な
出
来
事
」
と

　
　
　
　
　
＾
6
）

み
る
の
で
あ
る
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

制
度
や
実
践
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
そ
れ
に
基
づ
く
利
害
ゆ
え
に
形
成
さ
れ
継

承
さ
れ
存
続
す
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
「
我
々
は
、
『
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何

か
』
に
つ
い
て
問
う
ぺ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
民
性
が
国
家
間
や
国
家

内
で
い
か
に
し
て
政
治
的
文
化
的
形
態
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
の
か
を
問

　
　
　
　
　
＾
－
〕

う
べ
き
で
あ
る
L
。
第
二
作
で
も
、
ネ
ー
シ
ヨ
ン
を
「
制
度
的
枠
組
み
」

と
し
て
把
握
す
る
姿
勢
が
強
か
っ
た
が
、
歴
史
的
記
述
を
多
く
含
む
こ
と

も
あ
っ
て
、
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
た
制
度
の
持
続
カ
な
い
し
は
自
已
運
動

が
む
し
ろ
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
作
で

は
、
一
九
八
O
年
代
以
降
の
東
欧
・
旧
ソ
連
に
お
け
る
民
族
対
立
の
噴
出

に
直
面
し
、
「
制
度
的
枠
組
み
」
と
と
も
に
、
む
し
ろ
「
偶
発
的
出
来
事
」

と
し
て
民
族
性
を
把
握
す
る
婆
勢
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
ナ
シ
目
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
具
体
例
は
、
ソ
連
崩

壊
後
の
周
辺
の
各
民
族
共
和
国
の
独
立
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
、

『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
構
成
』
の
第
二
章
に
お
い
て
、
し
ぱ
し
ば
誤
解

さ
れ
る
よ
う
に
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）
が
諸
民
族
を
抑
圧
し
て
い
た
と
い
う
よ

り
も
、
民
族
共
和
国
や
自
治
共
和
国
と
い
う
形
で
諸
民
族
を
制
度
化
し
、

独
自
の
利
害
、
領
域
、
制
度
、
リ
ー
ダ
ー
を
生
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
結
果
、

ソ
連
の
崩
壊
に
よ
ウ
て
、
各
利
害
と
制
度
を
背
負
っ
た
民
族
リ
ー
ダ
ー
た

ち
は
、
民
族
共
和
国
と
い
う
枠
組
み
を
保
っ
た
形
で
の
分
離
独
立
へ
と
向

か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
抑
庄
は
、
民
族
性
や
民
族

籍
を
基
本
的
な
認
識
的
社
会
的
形
態
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
と
平
行
し
て

　
　
　
　
　
　
　
＾
B
〕

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
諸
民
族
を
抑
圧
す
る
こ
と
の
み
が
主

目
的
で
あ
っ
た
な
ち
ぱ
、
民
族
共
和
国
や
自
治
共
和
国
と
い
う
制
度
な
い

し
枠
組
み
そ
れ
自
体
が
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
央
ア
ジ
ア
の
ト
ル

コ
系
の
各
民
族
共
和
国
の
問
の
差
異
や
国
境
線
の
引
き
方
に
は
人
為
的
で

暖
味
な
要
素
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
山
内
昌
之
が
い
う
よ
う
に
、
わ
ず
か
数
十
年
の
問
に
民
族
を

　
｛
9
〕

「
生
み
」
、
そ
れ
が
ソ
連
の
崩
壊
を
契
機
に
「
本
物
の
」
国
民
国
家
と
な
っ
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た
の
で
あ
る
。

　
「
偶
発
的
な
出
来
事
」
と
し
て
形
成
さ
れ
た
国
家
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

が
教
育
、
行
政
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
の
「
実
践
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

と
し
て
日
々
実
施
さ
れ
、
「
制
度
」
的
枠
組
み
と
し
て
継
承
さ
れ
、
そ
の

枠
組
み
の
な
か
に
利
害
を
見
出
す
人
々
が
存
在
す
る
隈
り
、
国
民
と
な
る

の
で
あ
る
。
「
制
度
化
さ
れ
た
形
態
」
と
し
て
の
ネ
i
シ
冒
ン
と
い
う
規

定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
力
は
強
く
、

し
ぱ
し
ぱ
白
己
運
動
に
近
い
形
を
と
っ
て
継
続
す
る
。
ま
た
、
所
与
の
状

況
の
な
か
で
「
偶
発
的
な
出
来
事
」
と
し
て
顕
現
す
る
。
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ

i
の
ナ
シ
百
ナ
リ
ズ
ム
観
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実
体
視
を
避
け
る
一

方
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
強
い
規
定
力
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。　

ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
、
国
民
国
家
形
成
の
動
態
的
側
面
を
示
す
た
め
に

．
．
冨
巨
o
畠
＝
N
，
o
目
ω
冨
箒
、
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
。
彼
は
、
国
家
の
成

立
や
民
族
の
独
立
と
、
そ
の
後
の
「
国
民
国
家
化
」
の
推
進
と
い
う
二
つ

の
段
階
を
明
確
に
区
別
す
る
。
民
族
の
独
立
や
国
家
の
成
立
に
よ
っ
て
、

国
民
国
家
形
成
が
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
国
家
を
よ
り
「
民
族

化
」
し
て
い
く
第
二
段
階
が
、
と
り
わ
け
諸
民
族
の
混
在
す
る
地
域
で
は

重
要
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
、
り
o
＝
ξ
．
ξ
o
q
轟
g
目
o
q
．
．
と
．
．
畠
饒
o
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
m
〕

争
§
ヲ
o
q
．
，
を
明
確
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
民
族
が
独
立
し
政
体

を
確
立
す
る
と
い
う
意
味
で
の
、
o
o
＝
q
－
ξ
o
q
『
邑
ぎ
o
q
．
．
が
ま
ず
間
題
と

な
る
が
、
そ
の
後
、
当
該
国
で
は
民
族
的
純
化
、
す
な
わ
ち
．
．
畠
饒
昌
－

ω
臣
旦
畠
．
．
が
、
言
語
、
宗
教
、
文
化
面
で
の
純
化
を
通
し
て
、
行
政
、

教
育
、
放
送
等
の
分
野
で
追
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
同

時
に
起
こ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
分
析
上
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。

　
彼
は
ま
た
、
民
族
間
題
の
理
解
の
た
め
に
、
と
も
す
る
と
暗
黙
裡
に
前

提
と
さ
れ
る
「
二
者
関
係
モ
デ
ル
」
に
か
え
て
、
．
．
量
弍
O
墨
竃
ま
O
q

ω
訂
詩
、
、
．
．
富
巨
昌
巴
ヨ
ぎ
o
『
一
q
、
．
、
、
巽
8
；
巴
冨
ご
o
冨
一
ぎ
ヨ
o
－
彗
庄
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

か
ら
な
る
「
三
者
関
係
モ
デ
ル
」
を
提
示
す
る
。
「
二
者
関
係
モ
デ
ル
」

に
つ
い
て
ブ
ル
i
ベ
イ
カ
ー
は
詳
し
く
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
こ
で
の
二
者
と
は
、
．
、
冨
饒
o
昌
＝
N
5
o
q
肋
冨
8
、
．
（
「
国
民
国
家
化
し
つ

つ
あ
る
国
家
」
）
と
そ
の
内
部
に
位
置
す
る
．
．
昌
饒
昌
巴
昌
ま
O
ユ
q
、
（
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蜆
〕

シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）
で
あ
る
。
図
ー
が
示
す
よ
う
に
、
（
1
）

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
構
成
す
る
民
族
を
申
心
と
し
た
国
民
国
家
化
の
動
き
が

存
在
す
る
一
方
で
、
（
2
）
ナ
シ
目
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自

己
規
定
は
よ
り
強
ま
り
、
し
ぱ
し
ぱ
自
治
権
の
要
求
や
分
離
独
立
の
主
張

が
登
場
す
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
と
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
、
ス
リ

ラ
ン
カ
の
シ
ン
ハ
ラ
人
と
タ
ミ
ー
ル
人
の
対
立
関
係
が
、
そ
の
具
体
例
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
三
者
関
係
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
三
者
と
は
、
、
畠
ば
O
目
－

竺
N
ぎ
O
目
9
9
0
、
．
（
「
国
民
国
家
化
し
つ
つ
あ
る
国
家
」
）
、
、
量
巨
O
昌
一
昌
一
－

昌
o
葦
｝
、
（
そ
う
し
た
国
家
内
に
位
置
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
）
、
、
婁
8
；
巴
畠
は
o
昌
一
ぎ
目
①
一
彗
匝
．
．
（
国
外
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ホ

ー
ム
ラ
ン
ド
）
を
指
す
。
こ
の
三
者
を
、
ブ
ル
ー
ペ
イ
カ
ー
が
扱
っ
て
い

る
具
体
例
で
説
明
し
よ
う
。
ソ
連
の
崩
壊
に
伴
っ
て
独
立
し
民
族
の
言
語

や
文
化
の
面
で
民
族
性
を
強
め
つ
つ
あ
る
パ
ル
ト
地
域
や
中
央
ア
ジ
ア
の

国
民
国
家
群
、
旧
ソ
連
下
で
こ
れ
ら
の
地
域
に
移
住
し
た
ロ
シ
ア
系
住
民
、

ロ
シ
ア
系
住
民
の
後
ろ
盾
と
し
て
振
る
舞
い
旧
ソ
連
の
周
辺
の
諸
共
和
国
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二者関係モデル竈1図

（1）新たな国民国家化の動き

（2）ナショナル・マイノリティ

　　の自治や分離の主張

nationo1
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図2三者関係モデル
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（1）新たな国民国家化の動き

（2）ナショナル・マイノリティの不

　　満の増大と民族的動員

（3）外部のホームランドにおける介

　　入主義的政策

臼

を
自
ら
の
潜
在
的
領
土
と
み
な
す
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
三
者
が
、

そ
の
例
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
白
己
規
定
と
権
利
主
張
が
、
他
の
二
者
と

密
接
に
関
係
し
て
対
立
関
係
を
増
幅
さ
せ
る
傾
向
を
も
つ
“

　
こ
こ
で
、
図
2
を
使
う
て
「
三
者
関
係
モ
デ
ル
」
を
説
明
し
よ
う
。

（
1
）
パ
ル
ト
諸
国
や
申
央
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
新
た
な
国
民
国
家
化
の

動
き
が
み
ら
れ
、
こ
れ
が
国
内
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る

ロ
シ
ア
系
住
民
に
対
し
て
警
戒
感
を
強
め
さ
せ
、
ま
た
外
部
に
位
置
す
る

回
シ
ア
色
刺
激
す
る
。
（
2
）
周
辺
諸
国
の
国
民
国
家
化
が
進
む
な
か
で
、

そ
の
内
部
に
位
置
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
ロ
シ
ア
系

住
民
は
、
国
民
国
家
化
の
動
き
に
対
し
て
不
満
を
増
大
さ
せ
、
あ
ら
た
め

て
自
ら
を
ロ
シ
ア
人
と
し
て
規
定
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
動
員
を
は
か

る
。
こ
れ
は
、
国
民
国
家
化
し
つ
つ
あ
る
国
家
と
衝
突
す
る
一
方
で
、
外

部
に
位
置
す
る
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
で
あ
る
ロ
シ
ア
の
介
入
主
義
を
誘
発
さ
せ

る
。
（
3
）
外
部
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
で
あ
る
ロ
シ
ア
連
邦
共
和
国
は
、
周

辺
諸
国
に
居
住
す
る
回
シ
ア
系
住
民
の
保
護
者
と
し
て
振
る
舞
い
、
こ
の

問
題
を
外
交
の
材
料
と
す
る
と
と
も
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
一
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

と
呼
応
し
て
領
土
拡
張
的
傾
向
を
強
め
、
周
辺
諸
国
を
回
シ
ア
の
潜
在
的

領
土
と
み
な
す
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
三
者
関
係
が
客
観
的
な
関

係
で
あ
る
と
と
も
に
、
主
観
的
な
自
己
定
義
の
関
係
で
も
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
あ
る
主
体
の
自
己
定
義
と
運
動
の
発
動
が
他
の
二
者
の
自
己
定

義
を
強
め
、
そ
の
結
果
、
客
観
的
に
も
二
者
を
運
動
と
し
て
現
実
化
さ
せ

強
化
さ
せ
る
。
こ
こ
に
は
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
一
種
の
悪
循
環
の

過
程
が
見
出
さ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
事

例
で
あ
り
、
セ
ル
ビ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
お
よ
ぴ
ク
ロ
ア
チ
ア
領
内
の
セ
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（
岨
〕

ル
ビ
ア
人
の
三
者
関
係
で
あ
る
。
ク
ロ
ア
チ
ア
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
か

ら
独
立
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
の
民
族
色
を
強
め
る
（
．
．
畠
ユ
o
畠
一
巨
畠

ω
冨
詩
．
．
）
に
従
っ
て
、
ク
ロ
ア
チ
ア
領
内
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
で
あ
る
セ
ル
ビ
ア
人
は
危
機
感
を
強
め
域
内
で
の
独
立
を
宣
言
す
る
。

ま
た
、
彼
ら
は
セ
ル
ビ
ア
と
い
う
外
部
に
位
置
す
る
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
に
訴

え
か
け
、
セ
ル
ビ
ア
の
方
で
も
彼
ら
を
民
族
的
同
胞
と
み
な
し
、
ま
た
ク

ロ
ア
チ
ア
内
部
の
セ
ル
ビ
ア
人
居
住
地
区
を
セ
ル
ビ
ア
の
一
部
と
み
な
す

犬
セ
ル
ビ
ア
主
義
を
採
用
し
、
ク
回
ア
チ
ア
に
介
入
す
る
。
こ
こ
で
も
、

国
民
国
家
化
す
る
ク
回
ア
チ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
領
内
の
セ
ル
ビ
ア
人
の
ナ

シ
目
ナ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
自
己
定
義
、
セ
ル
ピ
ア
に
お
け
る

大
セ
ル
ビ
ア
主
義
と
い
う
三
者
間
の
対
立
・
連
携
が
、
主
観
的
に
も
客
観

的
に
も
相
互
に
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
三
者
関
係
モ
デ
ル
は
、
と
り
わ
け
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ピ
ア
の
民
族
対

立
の
激
化
を
説
明
す
る
方
法
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
の
民
族
対

立
の
説
明
と
し
て
有
効
な
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
意
外
な
ほ
ど
少
な
い
。

ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
自
身
が
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
、
「
我
々
は
、
こ
の
こ
と

が
起
こ
づ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
多
数
の
驚
く
べ
き
証
言
か
ら
知
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
い
る
が
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

知
ら
な
い
。
（
強
調
点
は
原
著
者
）
」
過
去
の
記
憶
論
、
宗
教
の
相
違
説
、

社
会
主
義
の
後
退
説
は
、
民
族
対
立
の
背
景
の
説
明
と
し
て
は
意
味
が
あ

る
が
、
民
族
対
突
の
増
幅
過
程
そ
れ
自
体
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
三
者
関
係
モ
デ
ル
は
、
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
自
身
も
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
ロ
ア
チ
ア
・
セ
ル
ピ
ア
の
民
族
対
立
の
説
明
に
は

有
効
で
あ
る
が
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
分
離
独
立
に
は
、
む
し
ろ
二
者
関
係
モ

デ
ル
の
方
が
適
し
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
意
識
的
に
触
れ

て
い
な
い
が
、
ボ
ス
ニ
ア
H
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
問
題
に
は
、
そ
の
複
雑
さ

ゆ
え
に
、
三
者
関
係
モ
デ
ル
の
適
用
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
彼
の

モ
デ
ル
適
用
の
単
純
化
の
傾
向
を
見
逃
す
ぺ
き
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の

第
三
作
の
利
点
は
、
部
分
的
と
は
い
え
、
旧
ユ
ー
ゴ
の
民
族
対
立
や
ロ
シ

ア
系
住
民
間
題
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
論
的
に
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て

い
る
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
現
代
的
（
短
期
的
）
視
野
で
の
分
析
の
切
れ

味
の
鋭
さ
が
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
し
か
し
彼
は
、
同
様
な
現
象
が
む
し
ろ
長
期
的
視
野
か
ら
も
み
ら
れ
る

ぺ
き
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
長
期
的
視
野
で
分
析
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し

て
、
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
領
土
外
に
屑
住
す
る
ロ
シ
ア
系
住
民
や
ド
イ
ツ

系
住
民
の
間
題
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
の
移
動
は
、
短
期
的
と
い

う
よ
り
も
、
一
世
紀
以
上
に
も
わ
た
っ
て
長
期
的
に
生
じ
て
い
る
と
い
う
。

議
論
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
二
段
構
え
と
な
っ
て
い
る
点
が
、
彼
の
分
析

に
厚
み
を
添
え
て
い
る
。

　
三
者
関
係
モ
デ
ル
は
、
国
籍
（
市
民
権
）
と
民
族
籍
（
民
族
的
白
己
規

定
）
の
両
者
が
存
在
す
る
地
域
、
す
な
わ
ち
複
雑
な
形
で
民
族
が
分
布
し
、

戦
争
等
に
よ
っ
て
絶
え
ず
国
境
線
が
変
更
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
領

土
外
に
多
数
の
住
民
が
取
り
残
さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
有
効
な
分
析
枠
組

み
と
い
え
る
。
東
欧
・
旧
ソ
連
で
は
、
い
わ
ゆ
る
水
玉
模
様
の
民
族
分
布

が
顕
著
で
あ
り
、
国
籍
と
民
族
籍
の
二
重
性
が
一
般
的
で
あ
り
、
文
化
的

同
化
が
実
現
し
に
く
い
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
民
族
籍
は
あ
く
ま
で
も
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
規
定
で
あ
っ
て
、
欧
米
諸
国
に
お
け
る
よ
う
な
「
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
」
と
は
な
り
に
く
い
。
西
欧
諸
国
に
お
い
て
も
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
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が
存
在
し
、
「
地
域
主
義
」
「
エ
ス
ノ
”
ナ
シ
目
ナ
リ
ズ
ム
」
等
の
さ
ま
ざ

ま
な
名
称
で
呼
ぱ
れ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぱ
「
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
」
な
規

定
よ
り
も
国
内
問
題
と
い
う
意
味
で
の
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
の
規
定
の
方

が
強
い
。
こ
う
し
た
西
欧
諸
国
と
東
欧
・
旧
ソ
連
と
の
分
水
嶺
は
、
地
理

的
に
は
ド
イ
ツ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ド
イ
ツ
は
、
西
欧
的
な
国
民
国
家

の
性
格
と
、
東
欧
的
な
民
族
国
家
の
性
格
（
領
土
外
に
多
く
の
ド
イ
ツ
系

住
民
を
有
し
、
強
固
な
血
統
主
義
の
国
籍
法
に
よ
っ
て
彼
ら
を
民
族
的
同

胞
と
み
な
す
）
の
両
方
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
東
欧
・
旧
ソ
連
と
較
ぺ
る
と
、
西
欧
諸
国
の
地
域
民
族
問
題

の
性
格
は
大
き
く
異
な
る
。
ス
イ
ス
の
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
、
ペ
ル
ギ
ー

の
オ
ラ
ン
ダ
語
系
住
民
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ル
シ
カ
等
、
類
似
し
た
問
題
が

存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
西
欧
諸
国
の
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
も
分

離
独
立
を
め
ざ
す
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
外
部
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
応
す
る
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
コ
ル
シ
カ

が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
分
離
独
立
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
イ
タ
リ
ア
と
合
体
す
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ス
イ
ス
で

は
一
九
七
〇
年
代
に
ベ
ル
ン
州
で
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
の
権
利
要
求
運
動

が
生
じ
た
が
、
こ
の
動
き
は
新
た
な
ジ
ェ
ラ
州
の
誕
生
と
い
う
形
で
解
決

を
み
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
の
動
き
を
演
じ
た

と
い
う
話
は
聞
か
な
い
。
同
様
に
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
入

っ
て
分
離
主
義
の
動
き
が
一
部
で
み
ら
れ
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
．
ブ
目
ツ
ク
に

代
表
さ
れ
る
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
分
離
独
立
を
主
張
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
系
住
民
の
運
動
と
オ
ラ
ン
ダ
白
体
と

は
無
関
係
で
あ
る
。
例
外
と
い
え
る
の
は
イ
タ
リ
ア
の
南
チ
ロ
ル
問
題
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
分
離
な
い
し
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ヘ
の
併
合
で
は
な
く
、

自
治
権
の
付
与
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
が
も

う
一
つ
の
例
外
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

．
従
っ
て
、
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
の
三
者
関
係
モ
デ
ル
は
、
西
欧
諸
国
で
は

そ
の
ま
ま
で
は
適
用
し
に
く
い
。
ま
た
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
基
本
的
に

ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
概
念
を
も
た
な
い
移
民
国
の
ア
メ
リ
カ
含
衆
国
や
カ
ナ
ダ

で
も
、
同
様
に
あ
て
は
ま
り
に
く
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
三
者
関
係
モ
デ

ル
は
別
と
し
て
、
「
制
度
化
さ
れ
た
形
態
」
「
実
践
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
「
偶

発
的
な
出
来
事
」
と
し
て
ネ
ー
シ
目
ン
を
と
ら
え
る
彼
の
視
点
は
、
ア
メ

リ
カ
や
西
欧
諸
国
に
も
同
様
に
有
効
で
あ
り
、
東
欧
・
旧
ソ
連
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

　
二
者
関
係
モ
デ
ル
と
三
者
関
係
モ
デ
ル
と
の
関
係
に
触
れ
れ
ば
、
二
つ

の
モ
デ
ル
は
、
ど
ち
ら
が
真
で
ど
ち
ら
が
偽
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
相
互
補
完
的
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
議
論

で
は
、
欧
米
先
進
諸
国
出
身
の
研
究
者
た
ち
が
欧
米
社
会
を
暗
黙
の
前
提

と
し
て
議
論
し
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
二
者
関
係
モ
デ
ル
の

前
提
視
が
な
さ
れ
す
ぎ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ブ
ル
ー
ペ
イ
カ
ー
に
よ

る
三
者
関
係
モ
デ
ル
の
提
起
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
分
析
す
る

地
域
に
よ
っ
て
い
ず
れ
の
モ
デ
ル
が
有
効
か
は
異
な
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
東
欧
・
旧
ソ
連
で
は
三
者
関
係
モ
デ
ル
が
、
西
欧
で
は
二
者
関
係
モ

デ
ル
が
相
対
的
に
有
効
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
作
で
は
、
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る

移
民
（
外
国
人
）
の
統
合
政
策
の
特
質
を
、
脱
国
民
国
家
の
視
点
か
ら
で

は
な
く
、
国
民
国
家
の
視
点
か
ら
み
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
ブ
ル
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ー
ベ
イ
カ
ー
の
姿
勢
に
対
し
て
、
あ
る
論
文
に
お
い
て
、
一
部
同
意
し
、

　
　
　
　
　
（
皿
〕

一
部
批
判
し
た
。
移
民
の
定
住
に
よ
っ
て
脱
国
民
国
家
化
が
進
行
し
て
い

る
と
恩
わ
れ
る
が
、
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
は
、
そ
の
問
題
解
決
の
仕
方
そ
れ

自
体
に
、
従
来
か
ら
の
国
民
国
家
類
型
へ
の
回
帰
が
み
ら
れ
る
と
主
張
し

て
い
る
。
た
だ
し
筆
者
に
よ
れ
ぱ
、
ナ
シ
オ
ン
や
フ
ォ
ル
ク
と
い
う
国
民

国
家
類
型
そ
れ
自
体
の
動
揺
も
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ

れ
も
筆
者
の
意
見
で
あ
る
が
、
そ
の
深
刻
さ
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。
一

九
八
O
年
代
末
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
を
較
べ
た
場
合
、
フ
ラ
ン
ス

よ
り
も
ド
イ
ツ
の
方
が
状
況
が
深
刻
で
あ
る
。
「
制
度
化
さ
れ
た
形
態
」

「
実
践
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
「
偶
発
的
な
出
来
事
」
の
継
続
的
形
態
が
ネ
ー
シ

ョ
ン
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
学
的
現
実
が
大
き
く
変

化
す
れ
ぱ
、
そ
の
言
説
な
い
し
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
性
格
も
変
わ
ら
ざ
る

を
え
な
い
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
パ
ス
ク
ア
法
お
よ
び
ド
ブ

レ
法
に
よ
っ
て
移
民
規
制
策
が
と
ら
れ
た
が
、
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
が

国
民
戦
線
等
が
主
張
す
る
ド
イ
ツ
流
の
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
」

に
基
づ
く
形
で
で
は
な
く
、
共
和
国
フ
ラ
ン
ス
に
伝
統
的
な
「
シ
ピ
ッ
ク

　
　
　
　
＾
帖
〕

な
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
へ
と
回
帰
し
、
そ
う
し
た
言
説
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
規
制
が
な
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
左
右
両

派
の
移
民
問
題
へ
の
対
応
は
異
な
る
が
、
「
シ
ビ
ッ
ク
な
ネ
ー
シ
ヨ
ン
」

へ
の
依
拠
と
い
う
点
で
は
大
き
な
差
は
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
極
右
の

国
民
戦
線
は
、
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
へ
の
国
民
類
型
の
転
換

に
よ
ウ
て
移
民
問
題
を
「
解
決
」
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
点
で
大
き
な
変
化
は
生

じ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
ブ
ル
i
ペ
イ
カ
ー
の
解
釈
で
あ
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
も
同
様
で
あ
り
、
フ
ォ
ル
ク
概
念
や
血
統
圭
義
の
優
位
、
外
国

人
の
帰
化
の
困
難
さ
と
い
う
点
で
、
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
観

が
依
然
と
し
て
強
い
と
い
う
。
し
か
し
、
一
九
八
九
年
以
降
の
ド
イ
ツ
を

取
り
巻
く
変
動
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
族
に
関
わ
る
激
変

と
し
て
は
、
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
、
国
外
の
ド
イ
ツ
系
住
民
の
犬
量
の

「
帰
還
」
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
相
対
的
に
「
均
質
な
国
家
」
へ
の
ド
イ
ツ

の
変
質
、
そ
し
て
多
数
の
ト
ル
コ
人
に
代
表
さ
れ
る
外
国
人
の
社
会
統
合

の
必
要
性
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
よ
る
国
家
主
権
の
部
分
的
委

譲
が
あ
げ
ら
れ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
揺
れ
動
く
国
境
線
、
国
外
に
多
数
の

ド
イ
ツ
系
住
民
を
抱
え
る
点
な
ど
の
、
こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
前
提
を
な

し
た
諸
条
件
が
犬
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
を
変
化
さ
せ

る
可
能
性
が
あ
る
、
と
筆
者
は
論
じ
た
。
ま
た
、
ブ
ル
ー
ペ
イ
カ
ー
の
第

二
作
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
の
言
及
が
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
が
、
筆
者
に
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。

　
あ
ら
た
め
て
プ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
」
側
面
を
重
視
す

る
研
究
者
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
少
な
く
と
も
事
実
認
識
の
レ
ベ

ル
で
は
、
「
多
文
化
圭
義
者
」
で
は
な
い
し
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
」
で
も
な
い
。
ま
た
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
で
は
な
く
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
が
、
よ
り
規
定
的
な
説
明
変
数
な
の
で
あ
る
。
B
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

と
同
様
に
、
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
も
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
は
あ

ま
り
使
用
し
て
い
な
い
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
と
い
う

概
念
を
使
わ
ず
に
、
「
遠
隔
地
ナ
シ
目
ナ
リ
ス
ト
」
と
い
う
概
念
で
代
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
…
〕

し
て
い
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
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最
後
に
、
、
．
o
；
巨
o
E
コ
冒
巨
長
o
｛
潟
o
o
－
8
．
．
（
民
族
間
の
再
分
離
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
咀
〕

と
い
う
彼
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
．
．
o
；
三
〇
仁
コ
ヨ
茎
畠
．
．
と
は
、

強
制
さ
れ
た
形
に
し
ろ
自
発
的
な
形
に
し
ろ
、
人
の
移
動
に
よ
っ
て
「
文

化
的
に
均
質
な
」
空
聞
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
文
化
の
均

質
性
」
が
追
求
さ
れ
る
が
、
現
実
の
文
化
が
真
に
均
質
か
ど
う
か
は
検
討

を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
．
．
o
葦
三
〇
目
目
ま
ぎ
目
①
q
、
の
わ
か
り
や
す
い
例
が
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ピ
ア
紛
争
に
お
け
る
「
民
族
浄
化
（
o
葦
目
ざ
2
麸
易
ま
O
q
）
」

で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
の
議
論
で
興
味
深
い
の
は
、
人
の
移
動
に
よ

る
民
族
問
の
再
分
離
が
危
機
の
な
か
で
短
期
間
に
起
こ
る
場
合
の
み
な
ら

ず
、
長
期
問
に
わ
た
っ
て
起
こ
る
場
合
も
分
析
の
射
程
に
入
れ
て
い
る
い

う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
、
①
手
三
〇
昌
昌
ヨ
目
o
q
．
．
と
い
っ
て
も
、
職
業
的
階

層
的
に
均
質
な
形
で
起
こ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
国
民
国
家
化
す
る
国
家
」

に
よ
っ
て
最
も
打
撃
を
被
る
カ
テ
ゴ
リ
i
を
中
心
に
起
こ
る
と
述
ぺ
て
い

る
点
も
興
味
深
い
。
民
族
言
語
の
公
用
語
化
や
主
要
民
族
に
よ
る
公
務
員

等
の
独
占
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
る
の
は
、
主
と
し
て
新
申
間
層
で
あ
り
、

農
民
等
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
影
響
は
、
社
会
的
職
業
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

い
う
点
で
均
質
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
比
較
的
平
和
時
の
場
合
、
、
耐
；
三
〇
E
目
∋
マ
，
o
q
、
は
、
国
境
を
越
え
る

人
の
移
動
、
す
な
わ
ち
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
移
民
（
①
旨
三
〇
∋
后
轟
葦
）
」
と

い
う
形
で
実
現
す
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
系
住
民
の
ド
イ
ツ
本
国
へ
の

「
帰
還
」
、
ロ
シ
ア
系
住
民
の
ロ
シ
ア
連
邦
共
和
国
へ
の
「
帰
還
」
と
い
う

形
で
生
じ
て
い
る
。
そ
の
他
の
地
域
で
も
類
似
し
た
現
象
は
存
在
す
る
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
の
経
済
停
滞
を
背
景
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
．

民
の
出
身
国
へ
の
「
帰
還
」
、
目
系
人
の
U
タ
ー
ン
現
象
、
さ
ら
に
は
ユ

ダ
ヤ
人
の
イ
ス
ラ
エ
ル
ヘ
の
移
動
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
な

経
済
停
滞
期
に
は
、
各
国
で
外
国
人
労
働
者
の
合
法
的
受
け
入
れ
に
対
し

て
厳
し
い
対
応
を
と
っ
て
い
る
ゆ
え
に
国
際
労
働
移
動
が
困
難
化
し
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
移
民
」
は
こ
れ
を
可
能
に
す
る
重
要
な
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
．
．
o
旨
邑
o
…
昌
茎
目
o
q
、
は
、
大
規
模
沈
組
織
的
現
象
と
し
て
は
東
欧
．

旧
ソ
連
に
集
中
し
て
み
ら
れ
、
ブ
ル
ー
ベ
イ
カ
ー
の
場
合
、
こ
の
民
族
問

の
再
分
離
は
あ
く
ま
で
も
人
の
移
動
を
伴
っ
た
現
象
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
実
態
と
し
て
の
民
族
問
の
再
分
離
と
は
区
別
し
た
形

で
、
理
念
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
言
説
と
し
て
の
民
族
問
の
再
分
離
と
い

う
も
の
も
考
え
ら
れ
る
。
欧
米
諸
国
で
は
む
し
ろ
文
化
の
混
交
が
進
行
し

て
い
る
が
、
こ
れ
を
批
判
し
、
文
化
的
・
宗
教
的
純
化
を
主
張
す
る
動
き

も
一
部
で
は
め
だ
っ
て
い
る
。

　
筆
者
に
よ
れ
ば
、
東
欧
・
旧
ソ
連
、
欧
米
諸
国
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と

い
う
よ
う
に
、
人
の
移
動
に
関
連
す
る
係
争
課
題
は
地
域
に
よ
っ
て
必
ず

し
も
同
じ
で
は
な
い
。
先
進
諸
国
で
は
、
多
民
族
の
共
存
と
混
交
と
い
う

現
実
が
進
行
し
、
移
民
の
統
合
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
、
む
し
ろ
「
マ

ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
」
解
釈
や
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
な
」
解
釈
が

基
調
で
あ
る
。
し
か
し
、
．
．
o
暮
邑
三
旨
ヨ
一
邑
目
o
q
、
に
い
き
つ
く
よ
う
な

「
ナ
シ
冒
ナ
ル
な
」
現
実
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
東

欧
・
旧
ソ
連
で
は
．
．
①
；
三
〇
冒
目
ヨ
良
ぎ
o
q
．
．
が
基
調
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
と
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
状
況
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の
な
か
で
「
ト
ラ
ン

ス
ナ
シ
目
ナ
ル
な
」
状
況
が
一
部
の
国
境
周
辺
地
域
で
発
生
し
て
い
る
こ

と
も
見
逃
せ
な
い
。
バ
ル
ト
諸
国
の
よ
う
に
、
E
U
へ
の
加
盟
と
い
う
課
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題
を
抱
え
、
人
権
の
尊
重
を
E
U
等
か
ら
要
請
さ
れ
る
結
果
、
強
い
ら
れ

た
形
で
で
は
あ
れ
、
回
シ
ア
系
住
民
も
合
め
た
国
籍
（
市
民
権
）
の
再
定

義
が
必
要
と
な
り
、
「
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
」
状
況
も
存
在
し
て
い

る
。

　
す
な
わ
ち
人
の
国
際
移
動
に
伴
う
問
題
は
各
地
域
に
よ
っ
て
、
そ
の
比

重
は
異
な
る
と
し
て
も
、
「
マ
ル
チ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
」
問
題
、
「
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
」
問
題
、
「
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
な
」
間
題
と
い
う
三
つ
の
問
題

群
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
実
の
問
題
が
存
在
す
る
と
い
う
点

と
は
別
に
、
あ
る
事
象
そ
れ
自
体
を
、
こ
う
し
た
三
つ
の
視
点
か
ら
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
〕

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
先
進
諸
国
で
は
、
グ
回
ー
パ
ル
化
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
な
か
で
、
多
民
族
の
包
舎
や
文
化
の
混
交
が
進
行
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
現
実
が
存
在
す
る
一
方
で
、
多
民
族
の
共

存
と
文
化
の
混
交
を
既
に
経
験
し
た
人
々
が
、
現
実
に
、
あ
る
い
は
理

念
．
言
説
の
レ
ペ
ル
で
、
民
族
の
再
分
離
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
事
態
を
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎜
〕

験
す
る
こ
と
も
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
カ
o
o
q
o
冨
零
旨
算
雪
（
o
q
1
）
一
ぎ
§
時
ミ
｛
§
§
～
き
㊦
苫
亭

　
ぎ
吻
♀
9
爵
§
等
曹
ぎ
向
ミ
§
雨
s
s
軋
き
『
§
㌧
§
雨
㌻
§
一
⊂
邑
き
『
一

　
9
｛
、
篶
留
o
↓
＞
ヨ
o
ユ
o
印
し
o
o
o
o
．

（
2
）
カ
o
①
目
婁
甲
旨
宍
員
9
爵
§
吻
§
§
軋
s
§
§
ぎ
＆
ぎ

　
ぎ
茗
8
§
軋
o
雨
§
§
メ
＝
彗
毒
a
ζ
邑
く
雪
等
｝
勺
『
窃
ω
二
8
ド

（
3
）
寄
。
・
姜
卑
暮
鼻
o
・
一
き
ぎ
曽
o
募
§
冬
§
、
き
ぎ
3
ー

　
ま
o
o
，
8
3
、
、
、
“
S
S
ミ
o
S
S
－
亀
s
軸
吻
、
｛
o
曽
｝
S
“
ぎ
雨
＞
“
§
■
ミ
§
〇
一
〇
〇
H
目
－

　
耳
己
o
q
①
⊂
邑
く
雪
9
ξ
？
鶉
眈
一
δ
畠
．

（
4
）
§
き
暑
．
5
－
量
．

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

§
萱
－
一
〇
．
畠
．

、
｝
｝
～
．
一
〇
＝
與
〇
一
①
『
－
－

§
ミ
‘
o
．
墨
．

§
｛
、
’
O
プ
O
〇
一
〇
『
ド

山
内
昌
之
『
民
族
と
国
家
』
岩
波
書
店
、

八
頁
。

一
九
九
三
年
、
二
三

（
m
）
零
旨
算
P
き
ぎ
§
ミ
㎞
§
ミ
ざ
§
負
O
P
5
㌣
－
鼻

（
u
）
　
㌧
｝
｛
、
－
一
〇
す
凹
〇
一
〇
『
印

（
1
2
）
　
図
1
、
図
2
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
直
子
氏
（
一
橋
犬

　
学
）
の
見
解
を
参
考
に
し
て
、
筆
者
が
作
成
し
た
。

（
1
3
）
零
旨
算
①
「
き
き
§
豪
§
ミ
§
§
邑
ら
P
8
－
奉

（
M
）
　
§
ミ
も
－
昌
一

（
1
5
）
梶
田
孝
適
「
揺
れ
動
く
国
民
－
外
国
人
の
境
界
」
梶
田
孝
道

　
『
国
際
社
会
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
』
東
京
犬
学
出
版
会
、
一
九

　
九
六
年
。

（
1
6
）
　
「
シ
ビ
ッ
ク
な
ネ
ー
シ
ヨ
ン
」
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ネ
ー
シ
目
ン
」

　
に
つ
い
て
は
、
団
『
E
σ
凹
斤
o
『
一
〇
ミ
涼
雨
s
ω
ぎ
曹
亀
s
、
＞
ざ
ぎ
o
昌
ぎ
o
o
包
ぎ

　
き
ミ
§
§
、
o
帖
§
邑
ミ
一
ζ
一
争
塞
一
－
o
q
目
呉
討
昇
§
o
ミ
§
、
b
雨
．

　
－
§
週
§
h
旨
s
§
§
｝
｝
ミ
o
§
⑮
き
s
き
ミ
o
§
募
§
ω
ま
昌

　
［
昌
只
δ
8
（
『
民
族
は
な
ぜ
殺
し
合
う
の
か
』
幸
田
敦
子
訳
、
河

　
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年
）
、
三
竹
直
哉
「
連
邦
制
下
の
民
族
対

　
立
」
宮
島
喬
編
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
論
』
人
文
善
院
、
一
九
九

　
八
年
等
を
参
照
し
た
。

（
1
7
）
霊
毒
2
9
＞
a
雪
ω
昌
一
↓
ぎ
Z
o
≦
奉
o
『
巨
冒
8
a
員

き
§
卜
s
、
§
膏
§
z
o
」
竈
一
ζ
與
｝
＼
旨
篶
δ
竃
（
「
〈
遠
隔
地
ナ
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
〉
の
出
現
L
関
根
政
美
訳
、
『
世
界
』
第
五
八
六
号
、

　
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
九
月
号
）
。

（
㎎
）
　
｝
『
目
σ
O
π
o
コ
＞
ざ
ざ
o
、
§
ミ
㎞
§
書
§
“
具
O
す
印
〇
一
耐
『
①
．

（
1
9
）
　
梶
田
孝
道
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
ル
チ
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
・
ト
ラ
ン
ス

　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ー
欧
米
・
目
本
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
を
め
ぐ
る

　
三
つ
の
文
脈
－
」
青
井
和
夫
・
高
橋
徹
・
庄
司
興
吉
編
『
現
代
市

　
民
社
会
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
棒
出
版
社
、
一
九
九
八
年
。

（
2
0
）
　
本
稿
の
草
稿
段
階
で
、
一
橋
犬
学
社
会
学
部
お
よ
ぴ
犬
学
院
社

　
会
学
研
究
科
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
参
加
者
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。

　
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
教
授
）
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